
◎学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置

に関する法律（令和 6 年法律第 69 号） 

 

第二条 （略） 

８ この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者を

いう。 

一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者（その刑の全部の執行猶予

の言渡しを受けた者（当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において

「執行猶予者」という。）を除く。）であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの 

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、

当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの 

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの 


